
宇城市建設工事に係る業務（建設コンサルタント等）最低制限価格制度の算定基準 

 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、宇城市が競争入札により建設工事に係る測量設計、地質調査、補償コンサル

タント、建設コンサルタント及びその他コンサルタント業務（以下、「建設コンサルタント等業

務」という。）の委託契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１６７条の１０第２項の規定により、最低制限価格を設定する場合の基準を定め

るものとする。 

 （対象） 

第２条 最低制限価格制度の対象となる建設コンサルタント等業務は、価格競争入札方式による指

名競争入札及び一般競争入札に付する建設コンサルタント等業務とする。 

 （最低制限価格の算定） 

第３条 最低制限価格は、次項の規定により算出した最低制限基準価格に無作為（ランダム）係数

を乗じて算出した価格（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 最低制限基準価格は、別表の業務の種類の欄に掲げる種類に応じ、同表算定基礎額１の欄から

算定基礎額４の欄までに掲げる予定価格（消費税及び地方消費税を抜く。以下同じ。）の算出の

基礎となった額の合計額とする。 

なお、その他コンサルタント業務の場合は、予定価格に１００分の７０を乗じて得た額（１円

未満切捨て）とする。 

３ 業務の種類に応じた最低制限基準価格の上限額及び下限額については、次のとおりとする。 

(1) 測量業務の場合は、最低制限基準価格が予定価格の１００分の８２を超えるときにあって

は予定価格に１００分の８２を乗じて得た額（１円未満切捨て）、最低制限基準価格が予定価

格の１００分の６０に満たないときにあっては予定価格に１００分の６０を乗じて得た額

（１円未満切捨て）。 

(2) 地質調査業務の場合は、最低制限基準価格が予定価格の１００分の８５を超えるときにあ

っては予定価格に１００分の８５を乗じて得た額（１円未満切捨て）、最低制限基準価格が予

定価格の３分の２に満たないときにあっては予定価格に３分の２を乗じて得た額（１円未満

切捨て）。 

(3) 補償コンサルタント及び建設コンサルタント業務の場合は、最低制限基準価格が予定価格

の１００分の８１を超えるときにあっては予定価格に１００分の８１を乗じて得た額（１円

未満切捨て）、最低制限基準価格が予定価格の１００分の６０に満たないときにあっては予定

価格に１００分の６０を乗じて得た額（１円未満切捨て）。 

４ 複数の種類の建設コンサルタント等業務を一の業務として発注している場合には、各々の建設

コンサルタント等業務ごとに最低制限基準価格を算出し、それらの額の合計額に無作為（ランダ

ム）係数を乗じて得た額を最低制限価格とする。 

５ 第１項の無作為（ランダム）係数は、電子計算組織により無作為に算出される１．０００００

から１．０１０００までの数値（小数点以下第５位まで）とする。 

 （最低制限価格の公表時期） 

第４条 前条の規定により算出した最低制限価格は、落札者の決定後速やかに公表する。 

 （最低制限価格の公表方法） 



第５条 公表の方法は、インターネットを利用した閲覧に供する方法により公表する。 

 （最低制限価格制度の対象外） 

第６条 最低制限価格の設定が不適切と認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができ

る。 

 （その他） 

第７条 この基準に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

この基準は、令和８年４月１日から施行し、同日以後に行う公告その他の契約の申込みの誘引に

係る契約について適用する。 

 

別表（第３条関係） 

業務の種類 算定基礎額１ 算定基礎額２ 算定基礎額３ 算定基礎額４ 

測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 

諸経費の額に１

００分の５０を

乗じて得た額（１

円未満切捨て） 

－ 

地質調査業務 直接調査費の額 

間接調査費の額

に１００分の９

０を乗じて得た

額（１円未満切捨

て） 

解析等調査業務

費の額に１００

分の８０を乗じ

て得た額（１円未

満切捨て） 

諸経費の額に１

００分の５０を

乗じて得た額（１

円未満切捨て） 

補償関係コンサ

ルタント業務 
直接人件費の額 直接経費の額 

その他原価の額

に１００分の９

０を乗じて得た

額（１円未満切捨

て） 

一般管理費等の

額に１００分の

５０を乗じて得

た額（１円未満切

捨て） 

建築関係建設コ

ンサルタント業

務 

直接人件費の額 特別経費の額 

技術料等経費の

額に１００分の

６０を乗じて得

た額（１円未満切

捨て） 

諸経費の額に１

００分の６０を

乗じて得た額（１

円未満切捨て） 

土木関係建設コ

ンサルタント業

務 

直接人件費の額 直接経費の額 

その他原価の額

に１００分の９

０を乗じて得た

額（１円未満切捨

て） 

一般管理費等の

額に１００分の

５０を乗じて得

た額（１円未満切

捨て） 

 


